
廃棄物減量等推進員ニュース

● 集積所にルール外ごみ（※）の投棄がある場合の
対応について

集積所へのルール外のごみの投棄を見つけた際には、宮代町環境資源課
資源循環担当に連絡してください。
その後お手数ですが、「このごみは分別ルール違反です、お持ち帰りく

ださい。」などの貼り紙を貼って、１週間ほど様子を見てください。
それでも残っている場合は、宮代町環境資源課に再度連絡していただき

ますようお願い申し上げます。

＜例＞

宮代町○○の集積所に
ルール外のごみの
投棄があります

こちらの例のように
お貼りください

１週間経っても残っていたら…

○○のルール外ごみの
収集をお願いします

連絡先：宮代町環境資源課資源循環担当
０４８０－３４－１１１１（内線２９６・２９７・２９８）

令和６年度第１号

● 株式会社ウィズウェイストジャパンと
「災害等対応のための共助基本協定」を締結しました

令和６年６月１７日、宮代町と株式会社ウィズウェイストジャパンは、「災害等対応のための共助基本
協定」を締結しました。
この協定は、町が行う廃棄物処理について、平常時の施設の停止等による処理の停止又は災害時に発生

する災害廃棄物の発生時にも処理を滞りなく実施する体制を強化することが目的です。
災害発生後の生活の再建には、インフラの復旧はもちろんのこと、廃棄物処理を適正に維持することも

欠かせないことの１つです。
この協定の締結により、株式会社ウィズウェイストジャパンの協力のもと、円滑で迅速な廃棄物処理を

行い、町民の皆様の安心、安全な暮らしを守ってまいります。

※ルール外ごみ・・・地区外から持ち込まれたごみ、
分別・ごみ出しルールに合っていないごみなど

＜裏面もご覧ください＞



●久喜市新ごみ処理施設工事現場見学会
開催中です

令和９年４月から宮代町のごみを処理する「久喜市新ごみ処理施設」の建設工事が始まっています。
現在、久喜市では、多くの方に工事の様子をご覧いただけるよう、「施設概要説明・工事現場見学会」
を開催しています。
将来の私たちのごみを処理する施設が出来上がっていく様子を、是非、現地で見学してみませんか？

申し込み先：久喜市資源循環推進課施設整備係
０４８０－８５－１１１１（内線３４８）
shigenjunkan@city.kuki.lg.jp

詳細は、同封のチラシや町ホームページをご覧ください。
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